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子ども手当とは　
　次世代の社会を担う子ども一人一人の育ちを、社会全体で応援することを目的にしています。
支給額・支給月
　一律１３,０００円（一人あたりの月額）
　原則として毎年２月、６月、１０月にそれぞれ前月分までを支給します。
申請の必要な方
・　３月分まで所得制限により児童手当の支給を受けていない方
・　３月分まで児童手当の支給を受けておらず今年度に中学生（２年生・３年生）がいる方
※　公務員の方は、勤務先に請求してください。
申請方法
　今回は平成２２年４月１日現在「申請の必要な方」が平成２２年９月３０日までに申請を行うと、特例的に４月１
日にさかのぼって支給されます。
　申請の際には、申請書と「現況届」と同様の添付書類（下記「現況届に必要なもの」を参照）が必要です。

現況届
　今回は、平成２２年３月現在、阿久比町で児童手当の支給を受けていた方に、｢現況届 ｣を送付しました。現
況届の提出がないと、受給資格があっても子ども手当の支給が停止されます。早急に住民福祉課に提出してく
ださい。
□現況届に必要なもの
　☆　印かん
　☆　受給者の健康保険被保険者証の写しなど（国民健康保険に加入している方は不要）
　☆　外国人登録証の写し
　☆　養育する児童と別居している場合は、児童の世帯全員の住民票および監護事実の申立書
□問い合わせ先　住民福祉課　�（４８）１１１１（内２２６）

　町では、今後の高齢者福祉施策を立案・評価するため、
高齢者の方を対象に日本福祉大学の全面的な協力を得て
「健康とくらしのアンケート」を実施します。
　調査対象の方にアンケート用紙を送付しますので、ご協
力ください。
　調査の個人情報の取り扱いは、調査票番号を暗号化し、
分析者にも個人識別が不可能な状態で統計的に処理するな
ど、個人情報の保護には万全を期します。
□調査実施時期
　８月３１日までにアンケートを記入の上、返信用封筒（切
手を張らずに）に入れて、ポストへ投函してください。

□対象者
　６５歳以上（平成２２年４月１日現在）の要介護認定を受け
ていない方

□調査内容
　社会生活状況や身体状況など。
□問い合わせ先
　保険課介護保険係　�（４８）１１１１（内２２８・２９０）
　日本福祉大学コールセンター �０８００（８８８）２２９９


